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証券コード　７０９７
２０２２年１０月４日

株　主　各　位
東京都千代田区有楽町一丁目２番２号
株式会社さくらさくプラス
代表取締役社長 西 尾 義 隆

１．日 時 ２０２２年１０月２６日（水曜日）午前１０時（受付開始：午前９時３０分）
２．場 所 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

東宝日比谷ビル　８階
株式会社さくらさくプラス本社会議室
前年度とは会場が異なりますので末尾に記載の「株主総会会場ご案内図]
を参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第５期（２０２１年８月１日から２０２２年７月３１日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第５期（２０２１年８月１日から２０２２年７月３１日まで）計算書類報告の

件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

第５期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、株主総会当日のご来場を
見合わせていただき、書面又はインターネットによる議決権行使を行っていただくこともご検討いた
だきますようお願い申しあげます。株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日時点での流行
状況やご自身の体調をお確かめのうえ、ご来場賜りますようお願い申しあげます。
　また、株主総会会場において、適切な感染予防策を実施したうえで開催させていただきますので、
ご協力くださいますようお願い申しあげます。
　書面又はインターネットによって議決権を行使いただく場合、お手数ながら後記の株主総会参考書
類をご検討のうえ、２０２２年１０月２５日（火曜日）午後５時４５分までに議決権を行使いただき
ますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正
後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.sakurasakuplus.jp）
に掲載させていただきます。
　ご出席される株主様は、マスクの着用及び消毒液の使用に、ご協力をお願い申しあげます。
　また、受付前に非接触型体温計により体温を測定させていただき、体温が高い方や体調が悪いよう
に見受けられる方につきましては、ご入場の制限をさせていただく場合がございます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年10月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

2022年10月25日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

2022年10月25日（火曜日）
午後5時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

第1、2号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができ
ます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録してください。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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(2021年８月 1 日から
2022年７月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国の経済は、物価高、新型コロナウイルス感染症や供給制約の

影響を受けつつも、サービス消費を中心に持ち直し傾向がみられ、４月から６月における実質
GDPはプラス成長となりました。ただし、７月以降は新規感染者数が急増しており、自粛等
の影響による消費の変動には引き続き注視する必要があります。

このような環境下、当社グループを取り巻く事業環境においては、合計特殊出生率が６年連
続で前年を下回るなど、厳しい状況が続いています。一方で、子ども政策の司令塔となる「こ
ども家庭庁」の設置関連法が公布され、2023年４月１日設置が予定されます。これにより、
シームレスな子どもに関する施策が行われ、少子化や子どもの貧困等、子ども・子育てを取り
巻く課題へ、より機動的な対策が実行されていくことが見込まれます。

株式会社さくらさくみらいを中心に子ども・子育て支援事業を展開する当社グループにおい
ては、全国的な少子化や働き方改革、ライフスタイルの変容等により保育需要が減少する中、
入園児童数の減少による売上高の伸び悩みや、物価高騰に起因するコスト増加による利益圧迫
等の影響がありました。このような状況下、子育て家庭の包括的な支援を図るべく、保護者向
け子育て支援ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、子育てカフェ、進学塾サービスな
ど保育所周辺事業の整備・拡張を進めています。また、保育所運営のノウハウを利活用した子
育て支援住宅の企画・開発をするべく、販売用不動産を取得いたしました。さらに2022年７
月には、業務効率化による生産性の向上、保育及び子育て支援分野における付加価値の高いサ
ービス提供を可能とする体制を整備・構築し、業界のリーディングカンパニーとしてのポジシ
ョンを目指すべく、株式会社グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹとの経営統合に関する基本合意
書を締結いたしました。当社及び株式会社グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹは対等の精神に則
り、本経営統合に向けた具体的な検討を進めてまいります。

なお、当連結会計年度において、合計11施設の東京都認可保育所を新規開設いたしまし
た。
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（2021年10月開園）
さくらさくみらい佃　（中央区）
（2022年４月開園）
さくらさくみらい豊玉北（練馬区）
さくらさくみらい木場　（江東区）
さくらさくみらいつくだ大通り（中央区）
さくらさくみらい谷中　（台東区）
さくらさくみらい西葛西（江戸川区）
さくらさくみらい新東陽（江東区）
さくらさくみらい小竹向原（板橋区）
さくらさくみらい光が丘（練馬区）
さくらさくみらい板橋四丁目（板橋区）
さくらさくみらい荻窪　（杉並区）

以上の結果、当連結会計年度末時点で当社グループが営む保育施設の数は、認可保育所（東
京都）78施設、認可保育所（埼玉県）１施設、認可保育所（千葉県）１施設、認可保育所
（大阪府）３施設、認証保育所（東京都）１施設、小規模保育所（埼玉県）１施設の計85施
設となっております。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高11,992百万円（前期比19.9％増）、営業
利益21百万円（同95.5％減）、経常利益1,160百万円（同29.3％減）、親会社株主に帰属す
る当期純利益365百万円（同61.8％減）となりました。

なお、当社グループは子ども・子育て支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別
の記載は省略しております。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した当社グループの設備投資の総額は2,036百万円であり、その主な
ものは、認可保育所の開設11施設のための内装工事等であります。

③ 資金調達の状況
　当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として2,686百万円の調達を行い
ました。また、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、2022年３月に取引銀行１行と1,000
百万円のコミットメントライン契約を締結いたしました。
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④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、2021年９月30日をもって、株式会社みんなのみらいを設立し、同社の発行済株式
の95%を取得し、連結子会社といたしました。
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区 分 第 ２ 期
(2019年７月期)

第 ３ 期
(2020年７月期)

第 ４ 期
(2021年７月期)

第 ５ 期
(2022年７月期)
(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 5,154 7,629 10,004 11,992

経 常 利 益 (百万円) 1,395 1,494 1,641 1,160

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 697 933 956 365

１株当たり当期純利益 184円53銭 247円04銭 230円87銭 82円43銭

総 資 産 (百万円) 6,543 8,055 11,382 13,421

純 資 産 (百万円) 1,349 2,283 4,256 4,653

１ 株 当 た り 純 資 産 357円09銭 604円13銭 985円13銭 1,039円33銭

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、期末発行済株式総
数により算出しております。

２. 当社は、2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月９日付で普通株式１株につき
300株の割合で株式分割を行っております。第２期（2019年７月期）の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算出しております。

３. 当社グループは、第４期から会社法第444条に定める連結計算書類を作成しております。第２期及び
第３期の数値については、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき監査を受けた連結財務諸表の
数値を記載しておりますが、会社法第444条第４項に定める監査役及び会計監査人の監査を受けてお
りません。

４. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当連結会計年度の期
首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。
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区 分 第 ２ 期
(2019年７月期)

第 ３ 期
(2020年7月期)

第 ４ 期
(2021年7月期)

第 ５ 期
(2022年７月期)

(当事業年度)
営 業 収 益 (百万円) 263 381 656 855

経 常 利 益 (百万円) 52 27 263 403

当 期 純 利 益 (百万円) 35 13 177 105

１株当たり当期純利益 9円38銭 3円70銭 42円94銭 23円69銭

総 資 産 (百万円) 494 533 2,030 2,315

純 資 産 (百万円) 348 362 1,538 1,672

１ 株 当 た り 純 資 産 92円26銭 95円96銭 355円96銭 373円56銭

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、期末発行済株式総
数により算出しております。

２. 当社は、2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月９日付で普通株式１株につき
300株の割合で株式分割を行っております。第２期（2019年７月期）の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算出しております。

３. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首か
ら適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社さくらさくみらい 93百万円 100.0％ 子ども・子育て支援事業

株式会社さくらさくパワーズ 9百万円 100.0％ 子ども・子育て支援事業

株式会社みらいパレット 50百万円 80.0％ 子ども・子育て支援事業

株 式 会 社 Ｖ Ａ Ｍ Ｏ Ｓ 1百万円 100.0％ 子ども・子育て支援事業

株式会社みんなのみらい 50百万円 95.0％ 子ども・子育て支援事業

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. 2021年９月30日に、株式会社みんなのみらいを設立いたしました。
２. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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⑷ 対処すべき課題
① 継続的な人材の確保
　当社グループの子ども・子育て支援事業は、事業拡大にあたって保育士・栄養士・看護師資
格を有する優秀な人材等の確保が不可欠であるため、優秀な人材の確保に努めてまいります。
当社グループでは、年間を通じて全国各地で新卒の採用を含めた積極的な採用活動を行うとと
もに、従業員社宅制度や研修制度の充実、雇用条件の向上など、働きやすい環境づくりに注力
してまいります。

② ドミナント戦略の強化
　当社グループは、全国的な待機児童が減少する一方で、依然として底堅いニーズを保つ都心
部をターゲットとして、過去の運営実績や経験により培ったノウハウにより、収益性の高い認
可保育所に特化した施設開設に注力してまいりました。当面は首都圏都心部における児童の確
保に優位性があると見込まれるため、当該エリアにおける認可保育所の開設に注力していく方
針であります。

③ 新規事業への進出
　当社グループの主要事業及び収益源は子ども・子育て支援事業であるため、国や地方自治体
の政策の変更により当社グループの業績は大きく影響を受ける可能性があります。当該状況を
踏まえ、当社グループの経営の安定化を図るためにも、当社グループが保有するノウハウを活
用し、政策の影響を受けない新規事業領域への進出を継続的に検討してまいります。

④ コンプライアンスの遵守
　当社グループの運営する保育所サービスは許認可事業であるため、児童福祉法や施設利用者
の個人情報保護に関する法律等の関連法令を遵守することは、事業を継続するために特に重要
であると認識しております。当社グループでは、適宜改正される関連法令を適時に把握し、社
内に周知できるように社内規程等をはじめとしたルール及び体制を整備し、社内研修等により
コンプライアンス遵守の組織文化の醸成を図ってまいります。
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⑤ 設備投資資金の調達
　当社グループでは、当連結会計年度において11園を開園いたしました。今後も継続的な保
育所の開設を計画していることから、保育所開設に係る設備資金を安定的に確保することが重
要な課題であると認識しております。一方で、有利子負債比率の上昇は経営の健全性を阻害す
る可能性があるため、財務の健全性の向上を図るべく、金融機関からの借入、社債発行、株式
発行等による複数の資金調達手段を組み合わせ、最適な財務政策を検討してまいります。

⑥ 不動産の確保
　当社グループが認可保育所を開設するにあたっては、不動産所有者から保育所建設予定の土
地や建物を賃借し、自治体より許認可を得ることとなりますが、自治体、利用者、当社グルー
プのそれぞれのニーズを満たす最適な物件の情報を適時に取得するためには、不動産関連事業
者等との関係構築が不可欠となります。当社グループ経営陣は不動産業界での豊富な経験とネ
ットワークを有しておりますが、引き続きこれらのネットワークの拡充に努めてまいります。

⑸ 企業集団の主要な事業内容
　　　当社の主要な事業は、子ども・子育て支援事業であります。

当 社 本社：東京都千代田区

株式会社さくらさくみらい 本社：東京都千代田区

株式会社さくらさくパワーズ 本社：東京都千代田区

株式会社みらいパレット 本社：東京都千代田区

株 式 会 社 Ｖ Ａ Ｍ Ｏ Ｓ 本社：東京都武蔵野市

株式会社みんなのみらい 本社：東京都千代田区

⑹ 企業集団の主要な拠点等（2022年７月31日現在）
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従 業 員 数 前事業年度末比増減 従業員の平均年齢 従業員の平均勤続年数

28名 2名増 42.0歳 4.8年

⑺ 企業集団の従業員の状況（2022年７月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況
　　従業員数：2,004名（前連結会計年度末比 302名増）

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、当社子会社との兼務者を含む就業人員であります。
２. 当社は、2017年８月１日付で株式会社ブロッサム（現「株式会社さくらさくみらい」）の単独株式

移転により設立されたため、平均勤続年数の算定にあたっては、株式会社さくらさくみらい（旧「株
式会社ブロッサム」）における勤続年数を通算しております。

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,866百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,140百万円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 464百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 421百万円

株 式 会 社 新 生 銀 行 217百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 205百万円

⑻ 企業集団の主要な借入先の状況（2022年７月31日現在）

（注）１. 借入残高が100百万円以上の金融機関を記載しております。
２. 当社及び連結子会社は、設備資金及び運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うために取引銀行５行

と総額1,950百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基
づく当連結会計年度末の借入未実行残高は750百万円であります。
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① 発行可能株式総数 12,000,000株
② 発行済株式の総数 4,477,300株
③ 株主数 1,784名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 ( % )

株 式 会 社 だ い ぎ 669,000 14.94

株 式 会 社 Ｔ Ｋ Ｓ 669,000 14.94

西 尾 義 隆 455,000 10.16

中 山 隆 志 455,000 10.16

田 中 順 也 189,000 4.22

株 式 会 社 ク リ エ イ ト バ リ ュ ー 162,000 3.61

森 田 周 平 123,000 2.74

村 田 　 良 68,200 1.52

野 村 證 券 株 式 会 社 65,100 1.45

原 　 　 　 幸 一 郎 65,000 1.45

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2022年７月31日現在）

④ 大株主（上位10位）
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第 １ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2017年10月16日

新 株 予 約 権 の 数 15個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　（注）１ 4,500株
(新株予約権１個につき 300株)　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要
しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 99,000円
(１株当たり 330円)　

権 利 行 使 期 間 2019年10月17日から
2027年10月16日まで

行 使 の 条 件 （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株
保有者数 ０名　

監 査 役
新株予約権の数 15個
目的となる株式数 4,500株
保有者数 １名　

⑵ 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

（注）１. 2019年11月９日付株式分割（１株につき300株の割合）による分割後の株式数に換算して記載して
おります。

２. 新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
（１）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は子会社の取締役、監査役又は使用

人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
（２）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
（３）本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 西 尾 義 隆
株式会社さくらさくみらい　代表取締役社長
株式会社さくらさくパワーズ　取締役
株式会社みらいパレット　取締役
株式会社みんなのみらい　代表取締役社長

取 締 役 副 社 長 中 山 隆 志

株式会社さくらさくみらい　取締役副社長
株式会社さくらさくパワーズ　取締役
株式会社あかるいみらいアセット　取締役
株式会社みらいパレット　取締役
株式会社みんなのみらい　取締役

取 締 役 専 務 森 田 周 平 株式会社さくらさくみらい　取締役専務
株式会社さくらさくパワーズ　取締役

取 締 役 北 村 聡 子
半蔵門総合法律事務所　パートナー
キャリアリンク株式会社　社外取締役
日本保険学会　理事

常 勤 監 査 役 野 中 利 夫

株式会社さくらさくみらい　監査役
株式会社さくらさくパワーズ　監査役
株式会社みらいパレット　監査役
株式会社VAMOS　監査役
株式会社みんなのみらい　監査役

監 査 役 横 田 絵 美 株式会社さくらさくみらい　監査役
株式会社さくらさくパワーズ　監査役

監 査 役 金 井 重 高 株式会社FUNDINNO　監査役

監 査 役 宮 崎 雅 俊 Recovery International株式会社　監査役
蔵王産業株式会社　監査役

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2022年７月31日現在）

（注）１. 取締役 北村聡子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役 野中利夫氏、金井重高氏及び宮崎雅俊氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。
３. 監査役 横田絵美氏、金井重高氏及び宮崎雅俊氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。
４. 当社は、取締役 北村聡子氏並びに監査役 野中利夫氏、金井重高氏及び宮崎雅俊氏を、東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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区 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４名
（１名）

87百万円
（2百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（３名）

16百万円
（14百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

８名
（４名）

103百万円
（16百万円）

② 取締役及び監査役の報酬等
イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2018年10月31日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名です。

２. 監査役の報酬限度額は、2018年10月31日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

３. 当事業年度に係る報酬等は、月額報酬（固定）のみであります。

ロ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
　　取締役及び監査役の報酬等は、月額報酬（固定）のみで構成されております。監査役の
報酬は監査役会の協議にて決定しております。また、取締役の報酬の決定方針は取締役会に
おいて決議しており、その内容は以下のとおりです。取締役会は、当事業年度にかかる取締
役の個人別の報酬等は当該報酬の決定方針の内容と整合していると判断できることから、当
該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の

経営状況、個々の役員の職責及び実績等を勘案し取締役会で決定する。
② 非金銭報酬等は採用せず、金銭報酬のみとする。
③ 業績連動報酬等は採用しない。
④ 月例固定報酬とする。
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区 分 氏 名 他 の 法 人 等 と の 兼 任 状 況 及 び
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

取 締 役 北 村 聡 子
半蔵門総合法律事務所　パートナー
キャリアリンク株式会社　社外取締役
日本保険学会　理事

常 勤 監 査 役 野 中 利 夫 該当なし

監 査 役 金 井 重 高 株式会社FUNDINNO　監査役

監 査 役 宮 崎 雅 俊 Recovery International株式会社　監査役
蔵王産業株式会社　監査役

区 分 氏 名 活 動 状 況

取締役 北 村 聡 子

当事業年度に開催された取締役会の全回に出席しました。弁護士として
の企業法務に関する幅広い知見から、その知識と経験に基づき、当社の
経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行う等、議案の審議等に関
して適宜助言や提言を行っております。

監査役 野 中 利 夫
当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全回に出席しました。
監査業務の豊富な経験に基づき、その専門的見地からの助言・提言を行
っております。

監査役 金 井 重 高
当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全回に出席しました。
公認会計士として主に会社の会計全般について、専門家としての見識に
基づく助言・提言を行っております。

監査役 宮 崎 雅 俊
当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全回に出席しました。
公認会計士として主に会社の会計全般について、専門家としての見識に
基づく助言・提言を行っております。

③ 社外役員に関する事項
イ. 社外役員の重要な兼職等

（注）当社と各兼職先との間に特別の利害関係はありません。

ロ. 社外役員の主な活動状況

ハ. 社外役員が子会社等から受けた役員報酬等の総額
　　　該当事項はありません。
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④ 責任限定契約の内容の概要

　当社は、取締役（業務執行取締役であるものを除く）及び監査役との間で、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、当社
と取締役（業務執行取締役であるものを除く）及び監査役は、当該責任限定契約を締結してお
ります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、
当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役であるものを除く）又は監査役
が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、保険会社との間で、当社グループの取締役及び監査役の全員を被保険者として、会
社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契
約の内容は、会社役員等賠償責任保険普通保険の他、株主代表訴訟補償特約、会社補償支払特
約等であります。なお、当該保険の保険料は全額を会社が負担しております。

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18百万円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　監査法人東海会計社

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実
務指針」を踏まえ、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査時間や報酬単価等の
算出根拠を確認した結果、監査品質の維持向上のために相当であると判断し、会社法第399条第1項
の同意を行っています。
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③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社の監査役会の会計監査人の選定方針は、職業的専門家としての高い知見を有し、独立性
及び監査品質が確保されており、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、コスト面を含めて効率
的かつ効果的な監査業務の運営が期待できることであります。
　会計監査人を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規程の「会計監査人の選解任に
関する決定等」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適
切であるかについて確認を行い、判断しております。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。
　また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が
監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出
する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人監査法人東海会計社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に１回開催することとし、取締役間の情報
共有を図る。また、当社及び当社子会社の従業員により構成されるコンプライアンス委員会、
ハラスメント啓発委員会を毎月開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの
強化を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報（株主総会議
事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等）を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室
が随時閲覧できる体制を整備する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. リスク管理規程に基づいて当社並びにグループ各社における業務を遂行するうえでのリス

クを分析、識別、予見し、有事の際には代表取締役社長がリスク管理統括責任者となり、
リスク管理委員会を組織したうえで迅速に対応する体制を整備する。

ロ. 連絡会議や役員会等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に
行う体制を構築する。

ハ. 内部監査室の内部監査がリスクを早期に識別し、解消を図るための自浄作用の機能を果た
す体制を構築する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会

議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう
に職務を分掌する。

ロ. 重要事項については毎週開催される連絡会議及び役員会において事前に審議し、取締役会
における迅速かつ適正な意思決定を推進する。

－ 21 －



⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の経営等に係る重要事項については取締役会における報告、審議事項とし、同会に

おける審議を通じて企業集団における業務の適正性を確保する体制とする。
ロ. 子会社の役員は必ず当社の役員または従業員が１名は兼任する体制とし、子会社の重要な

情報について迅速に把握可能な体制を構築する。
ハ. 内部監査室は子会社の業務内容についてもその監査の範囲に含め、監査の結果を適時に代

表取締役社長に報告する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ. 当社は、必要に応じて監査役と協議のうえで監査役の職務を補助すべき使用人を配置する

ことが出来るものとする。
ロ. 使用人を設置する場合には、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統

下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとする。
ハ. 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異

動及び考課については監査役の同意を得ることとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ. 当社及びグループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、

監査役に速やかに報告することとする。
ロ. 常勤監査役は毎週開催される連絡会議及び役員会に出席し、また、月に１回開催される取

締役会に出席することにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することが出来る体
制を整備する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行う。
ロ. 当社は、監査役が必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取

することが出来る体制を整備する。
ハ. 監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の

職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じ
ることとする。
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⑨ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
　当社及び当社グループ各社は、反社会的勢力排除に関する規程に基づき、いかなる場合にお
いても反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない方針とする。また、必要に
応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、体制の強化を図る。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は、以下のと
おりであります。
① コンプライアンスに対する取組みの状況
　当社代表取締役社長が委員長を選任し、当社及び子会社の従業員で構成されるコンプライア
ンス委員会及びハラスメント啓発委員会を定期的に開催し、従業員への教育を行うことにより
コンプライアンスの強化を図りました。

② 取締役の職務の執行が効率的に行われるための取組みの状況
　定期的な取締役会や、役員会等の開催に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催すること
により、法令や定款等に定められた重要事項を決定するとともに、業務の効率的な執行を図る
ほか、取締役の職務執行状況を監督いたしました。また、当社及び子会社では、組織規程、職
務分掌規程、職務権限規程を定め、これにより責任の明確化及び効率的な業務の遂行を図って
おります。

③ 子会社における業務の適正を確保する取組みの状況
　子会社の経営等に係る重要事項については当社取締役会における報告、同会における審議を
通じて企業集団における業務の適正性を確保する体制としております。また、子会社の役員は
必ず当社の役員または従業員が１名は兼任する体制とし、子会社の重要な情報について迅速に
把握可能な体制を構築しております。

④ 監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況
　監査役は、取締役会及び役員会等の重要な会議への出席や稟議書等の重要書類の閲覧のほ
か、必要に応じて取締役、使用人にヒアリングを行うことで監査の実効性を確保するととも
に、適宜助言等を行いました。また、代表取締役との意見交換や、内部監査室との適切な連携
等を推進することにより、効果的な監査業務の遂行を図りました。
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４. 会社の支配に関する基本方針
　　　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

仕 掛 販 売 用 不 動 産

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

そ の 他　

4,162

1,360

1,180

1,044

576

9,259

8,295

7,601

258

203

123

108

124

124

839

839　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 3,597
短 期 借 入 金 1,325
１年内返済予定の長期借入金 577
未 払 金 676
未 払 法 人 税 等 149
賞 与 引 当 金 220
そ の 他 648

固 定 負 債 5,170
長 期 借 入 金 2,538
リ ー ス 債 務 180
繰 延 税 金 負 債 2,451
そ の 他 0

負 債 合 計 8,767
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 4,631
資 本 金 574
資 本 剰 余 金 760
利 益 剰 余 金 3,297

その他の包括利益累計額 △0
為 替 換 算 調 整 勘 定 △0

非 支 配 株 主 持 分 21
純 資 産 合 計 4,653

資 産 合 計 13,421 負 債 純 資 産 合 計 13,421

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年７月31日現在）

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年８月 1日から
2022年７月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 11,992
売 上 原 価 10,693
売 上 総 利 益 1,298
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,277
営 業 利 益 21
営 業 外 収 益

補 助 金 収 入 1,720
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 15
そ の 他 30 1,767

営 業 外 費 用
支 払 利 息 43
開 業 準 備 費 573
そ の 他 10 627

経 常 利 益 1,160
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 218 218
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1
減 損 損 失 437
の れ ん 償 却 額 101 540

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 838
匿 名 組 合 損 益 分 配 額 7
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 830
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 246
法 人 税 等 調 整 額 219 466
当 期 純 利 益 364
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （ △ ） △0
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 365

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年８月 １日から
2022年７月31日まで)

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合
計

為替換算調
整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 548 734 2,954 4,237 △0 △0

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22 △22

新 株 の 発 行 25 25 51

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 365 365

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 0 0

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 25 25 343 394 0 0

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 574 760 3,297 4,631 △0 △0

非支配株主
持　　　分 純資産合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 19 4,256

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22

新 株 の 発 行 51

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 365

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 1 1

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 1 396

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 21 4,653

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ５社
・連結子会社の名称 株式会社さくらさくみらい

株式会社さくらさくパワーズ
株式会社みらいパレット
株式会社ＶＡＭＯＳ
株式会社みんなのみらい

⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数 ２社
・持分法適用の会社等の名称 株式会社あかるいみらいアセット

Hana TED.,JSC

② 持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、
各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

⑶ 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
① 連結の範囲の変更 当連結会計年度に株式会社みんなのみらいを新たに設立したため、連結

子会社に含めております。
② 持分法適用の範囲の変更 該当事項はありません。

⑷ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、株式会社ＶＡＭＯＳについては、連結計算書類の作成にあたって、６月30日現在
で実施した決算に基づく計算書類を使用しております。なお、決算日と連結決算日との間に生じた重要な
取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度と一
致しております。
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⑸ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
　仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　３年～47年
機械装置及び運搬具　６年～17年
工具、器具及び備品　４年～15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ. リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

③ 重要な引当金の計上基準
　　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却してお
ります。

－ 29 －



⑤ 収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
・子ども・子育て支援事業

　保育所においては、主に自治体からの認可等に基づき、運営を行うことにより、一定の補助金の収
入を得ております。当該補助金については、園児数、保育士数などの一定の要件に応じた保育園等の
運営を行うことにより履行義務が充足されることとなりますので、契約期間にわたり収益を認識して
おります。
　また、認証保育所及び保育周辺サービス並びに学習塾サービスにおいては、保護者との契約によ
り、原則としてサービスを提供した時点で履行義務が充足されることとなりますが、主に計算期間の
単位を１ヶ月とし、月単位で収益を認識しております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 株式交付費

　支出時に全額費用として処理しております。
ロ. 控除対象外消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、発生連結会計年度の費用として処理しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
⑴ 収益認識に関する会計基準等の適用
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより当連結
会計年度の損益に与える影響はありません。
　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

⑵ 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより当連結会計年度の連
結計算書類に与える影響はありません。また、「６．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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金額

繰 延 税 金 資 産 24百万円

３. 表示方法の変更に関する注記
　連結貸借対照表
　前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「匿名組合預り金」（当連結会計年度は、240百万
円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、流動負債の「その他」に含めて表示してお
ります。
　前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「敷金・保証金」（当連結会計年度は、631百万円）
及び「長期貸付金」（当連結会計年度は、80百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年
度より、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
　当社グループは、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損及びのれんの評価等の会計上の見積りについ
ては、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
　新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、子ども・子育て支援業界においては、合計特殊出生率が継続的
に減少しており、数年前の予測を遥かに上回るスピードで少子化が進行しております。新型コロナウイルス感
染症拡大の影響は引き続き不透明ではありますが、当社グループでは、翌連結会計年度の一定の期間にわたり
新型コロナウイルス感染症の影響が継続すると仮定して当連結会計年度の会計上の見積りを行っております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこ
れらの仮定と異なる場合があります。
⑴ 繰延税金資産

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しておりま
す。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基
づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているか
どうかにより判断しております。
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金額
有 形 固 定 資 産 8,295百万円
無 形 固 定 資 産 124百万円
減 損 損 失 437百万円

金額
の れ ん 償 却 額 ( 特 別 損 失 ） 101百万円

　課税所得の見積りには、将来計画の前提となった数値を、経営環境等の外部要因に関する情報や当社
グループが用いている内部の情報に基づいて見積っております。
　当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には当社グルー
プの業績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

⑵ 減損損失
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として保育所等の施設ごとにグルーピング
しております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナス、あるいは主要な資
産の市場価格の著しい下落等により、減損の兆候の有無を把握し、兆候が識別された資産グループには
減損の認識の判定を実施しております。減損の認識の判定は、各資産グループにおける割引前将来キャ
ッシュ・フロー総額と各資産グループの固定資産の帳簿価額の比較によって実施しております。減損の
認識が必要な場合、減損の測定に当たっては加重平均資本コストを基礎として算定した割引率を使用し
て求められた割引後将来キャッシュ・フロー合計額である使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方
の金額まで帳簿価額の切り下げを行っております。
　将来キャッシュ・フローは、経営環境等の外部要因に関する情報や当社グループが用いている内部の
情報に基づいて見積っております。当該見積りには、各園の園児数の推移などの仮定を用いておりま
す。当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には、損失が
発生する可能性があります。

⑶ のれんの評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　企業結合により取得したのれんは、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点
の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
　のれんの償却期間については、取得時点における事業計画に基づく投資の回収期間等を勘案し、超過
収益力の効果の発現期間を見積もっております。
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有形固定資産の減価償却累計額 1,587百万円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,950百万円
借入実行残高 1,200百万円
差引額 750百万円

仕掛販売用不動産 1,100百万円

長期借入金 840百万円

顧客との契約から生じた債権 3百万円

契約負債 30百万円

　また、各連結会計年度において、のれんの減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候が認められる場合
には、のれんが帰属する事業から得られる将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することに
より減損損失の認識の要否を判定しております。なお、当連結会計年度においては、「連結財務諸表に
おける資本連結手続に関する実務指針」（日本公認会計士協会　最終改正2018年２月16日　会計制度
委員会報告第７号）第32項の規定に基づき、保有する子会社株式につき関係会社株式評価損を計上した
ことに伴って連結計算書類ののれんについて101百万円ののれん償却額を特別損失に計上しておりま
す。
　当連結会計年度において、当該株式に係るのれんについては全額をのれん償却額として認識したた
め、翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

５. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 資産に係る減価償却累計額

⑵ 当座貸越契約
　当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミ
ットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント
契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

⑶ 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

⑷ 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
① その他の流動資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は以下のとおりであります。

② その他の流動負債のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。
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普通株式 4,477,300株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年３月14日
取 締 役 会 普通株式 22百万円 5円 2022年１月31日 2022年４月18日

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2 0 2 2 年 1 0 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 22百万円 5円 2022年７月31日 2022年10月27日

普通株式 297,900株

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　主に子ども・子育て支援事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調
達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、短期的な運転資金を
銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　未収入金は、主に自治体に対する助成金収入の未収計上であり、リスクは限定的であります。
　未払金及び未払法人税等は、短期的に決済されるものであります。また短期借入金は主に運転資金の資
金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち未払金、
未払法人税等、借入金及びリース債務については流動性リスクに晒されております。一部の借入金につい
ては変動金利であり、金利変動のリスクに晒されております。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 長 期 借 入 金 （ ※ ２ ） 3,115百万円 3,115百万円 0百万円

⑵ リ ー ス 債 務 （ ※ ３ ） 227 221 △5

負 債 計 3,343 3,337 △5

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社グループは、自治体以外の取引先に対する未収入金が発生した場合には、社内規程に従い、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図る体制としております。
ロ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、手許流動性について早期把握やリ
スク軽減に向けた管理をしております。
ハ．市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、定期的に金利の動向を把握し、固定金利・変動金利のバランスを勘案して対応するこ
とでリスクの軽減を図っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場性がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2022年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（※１）現金及び預金、未収入金、短期借入金、未払法人税等については、現金であること、及び短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）長期借入金は、１年以内に期限の到来する金額を含めております。
（※３）リース債務は、リース債務（流動負債）とリース債務（固定負債）の合計額であります。
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区　　分
時　　　　　価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

⑴ 長期借入金（※１） －百万円 3,115百万円 －百万円 3,115百万円

⑵ リース債務（※２） － 221 － 221

負 債 計 － 3,337 － 3,337

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

⑴ 長期借入金（※１） 577 424 318 1,136 220 439
⑵ リース債務（※２） 46 46 44 40 34 14

合 計 623 470 362 1,176 255 454

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。

② 時価をもって連結対象表計上額としない金融資産及び金融負債

（※１）長期借入金は、１年以内に期限の到来する金額を含めております。
（※２）リース債務は、リース債務（流動負債）とリース債務（固定負債）の合計額であります。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

⑴ 長期借入金、⑵リース債務
　これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入、又はリース取引を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２）長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

（※１）長期借入金は、１年以内に期限の到来する金額を含めております。
（※２）リース債務は、リース債務（流動負債）とリース債務（固定負債）の合計額であります。
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金額
顧客との契約から生じた債権
（ 期 首 残 高 ） 977百万円
顧客との契約から生じた債権
（ 期 末 残 高 ） 1,048

契 約 負 債 （ 期 首 残 高 ） 6

契 約 負 債 （ 期 末 残 高 ） 30

⑴ １株当たり純資産額 1,039円33銭
⑵ １株当たり当期純利益 82円43銭

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、子ども・子育て支援事業の単一セグメントであり、その売上高は顧客との契約から生
じる収益であります。顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情
報の重要性が乏しいため注記の記載を省略しております。

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本
となる重要な事項）⑸ 会計方針に関する事項 ⑤ 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

⑶ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

（注）契約負債は、履行義務の充足前に対価を受領しているものです。当連結会計年度期首時点で保有し
ていた契約負債に関しては、主に当連結会計年度の収益として認識しております。

② 当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客と
の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　　　該当事項はありません。

11. その他の注記
　金額の表示単位の変更
　　当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

関 係 会 社 未 収 入 金

前 払 費 用

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他　

959

511

95

19

337

1

△6

1,355

43

32

3

7

1

1

1,311

422

775

14

92

6　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 536
短 期 借 入 金 300
１年内返済予定の長期借入金 63
未 払 金 57
未 払 費 用 7
未 払 法 人 税 等 89
預 り 金 8
賞 与 引 当 金 7
そ の 他 2

固 定 負 債 105
長 期 借 入 金 100
リ ー ス 債 務 5

負 債 合 計 642
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,672
資 本 金 574
資 本 剰 余 金 760
資 本 準 備 金 524
そ の 他 資 本 剰 余 金 235

利 益 剰 余 金 337
そ の 他 利 益 剰 余 金 337
繰 越 利 益 剰 余 金 337

純 資 産 合 計 1,672
資 産 合 計 2,315 負 債 純 資 産 合 計 2,315

貸　借　対　照　表
（2022年７月31日現在）

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年８月 １日から
2022年７月31日まで)

科 目 金 額
営 業 収 益 855
営 業 費 用 455
営 業 利 益 399
営 業 外 収 益

受 取 利 息 10 10
営 業 外 費 用

支 払 利 息 2
支 払 手 数 料 2
そ の 他 1 7

経 常 利 益 403
特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 174 174
税 引 前 当 期 純 利 益 228
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 127
法 人 税 等 調 整 額 △3 123
当 期 純 利 益 105

損　益　計　算　書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年８月 １日から
2022年７月31日まで)

株 主 資 本

純資産合
計資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金
株主資本
合 計資 　 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

その他利
益剰余金 利 　 益

剰 余 金
合 　 計繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 548 498 235 734 255 255 1,538 1,538

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △22 △22 △22 △22

新 株 の 発 行 25 25 25 51 51

当 期 純 利 益 105 105 105 105
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 25 25 － 25 82 82 134 134

当 期 末 残 高 574 524 235 760 337 337 1,672 1,672

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を含む）につ
いては定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　８年～34年
工具、器具及び備品　５年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

⑶ 引当金の計上基準
　 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業

年度負担額を計上しております。
　 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
　当社における収益は、主に関係会社等からの経営指導料であります。経営指導料については、関係会社
等に対し、経営方針の策定、事業運営等の指導を行うことを履行義務としており、当該履行義務は、継続
的な役務提供によって充足されるため、時の経過に応じて収益を認識しております。
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金額

繰 延 税 金 資 産 14百万円

⑸ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 株式交付費
　　支出時に全額費用として処理しております。
② 控除対象外消費税等の会計処理
　　控除対象外消費税等については、発生事業年度の費用として処理しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
⑴ 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ
り当事業年度の損益に与える影響はありません。
　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

⑵ 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより当事業
年度の計算書類に与える影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　当社は、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損等の会計上の見積りについては、計算書類作成時に
おいて入手可能な情報に基づき実施しております。

　 繰延税金資産
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しておりま
す。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基
づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているか
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有形固定資産の減価償却累計額 15百万円

当座貸越契約の総額 350百万円
借入実行残高 300百万円
差引額 50百万円

株式会社さくらさくパワーズ 840百万円

　短期金銭債権 0百万円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 854百万円
営業取引以外の取引による取引高 91百万円

どうかにより判断しております。
　課税所得の見積りには、将来計画の前提となった数値を、経営環境等の外部要因に関する情報や当社
が用いている内部の情報に基づいて見積っております。
　当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には当社の業績
及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 資産に係る減価償却累計額

⑵ 当座貸越契約
　当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行
と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次
のとおりであります。

⑶ 保証債務
　次の関係会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

　また、株式会社ＶＡＭＯＳの施設賃料（３施設）について、債務保証を行っており、当期の年間賃借
料は７百万円であります。

⑷ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く）

５. 損益計算書に関する注記
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該当事項はありません。

繰延税金資産
未払事業税 5百万円
賞与引当金 2百万円
資産除去債務 2百万円
関係会社株式評価損 54百万円
貸倒引当金 2百万円
その他 0百万円

繰延税金資産小計 67百万円
　評価性引当額 △52百万円
繰延税金資産合計 14百万円
繰延税金資産の純額 14百万円

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

７. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

子 会 社

株式会社さくら
さ く み ら い 直接 100.0％

所有

　

経営指導契約の
締結、設備の賃
借 、 役 員 の 兼
任、資金の貸付

経営指導料
の 受 取
（注）１

804 関 係 会 社
未 収 入 金 78

事務所共用
費 の 受 取
（注）１

74 関 係 会 社
未 収 入 金 6

資金の貸付
（注）２ 350 関係会社短

期貸付金 157
貸付金の回
収（注）２ 389 関係会社長

期貸付金 770
利息の受取
（注）２ 9 － －
借入金の返
済（注）３ 96 － －
利息の支払
（注）３ 0 － －

株式会社さくら
さ く パ ワ ー ズ 直接 100.0％

所有

　

経営指導契約の
締結、設備の賃
借 、 役 員 の 兼
任、資金の貸付

資金の貸付
（注）２ 200 関係会社短

期貸付金 100
貸付金の回
収（注）２ 100 － －
利息の受取
（注）２ 0 － －
銀行借入に対する
債務保証（注）４ 840

株 式 会 社
V A M O S 直接 100.0％

所有

　
経営指導契約の
締結、役員の兼
任、資金の貸付

資金の貸付
（注）２ 80 関係会社短期貸付

金（注）５ 80
利息の受取
（注）２ 0 － －

８. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 経営指導料、事務所共用費については、契約に基づき合理的に決定しております。

２. 株式会社さくらさくみらい、株式会社さくらさくパワーズ、株式会社ＶＡＭＯＳへの資金の貸付につ
いては、市場金利を勘案して決定しております。

３. 株式会社さくらさくみらいからの資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。な
お、当事業年度に、全額を繰上返済しております。

４. 株式会社さくらさくパワーズの銀行借入について、債務保証を行っております。債務保証の取引金額
は、事業年度末の借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。

５. 株式会社ＶＡＭＯＳへの貸付金に対し、６百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年
度において６百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
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⑴ １株当たり純資産額 373円56銭
⑵ １株当たり当期純利益 23円69銭

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。

11. その他の注記
　金額の表示単位の変更
　　当事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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独立監査人の監査報告書
2022年９月16日

株式会社さくらさくプラス
取締役会　御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 田 龍 矢
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 神 谷 善 昌

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社さくらさくプラスの2021年８月１日から2022年７
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社さくらさくプラス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2022年９月16日

株式会社さくらさくプラス
取締役会　御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 田 龍 矢
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 神 谷 善 昌

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社さくらさくプラスの2021年８月
１日から2022年７月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年8月1日から2022年7月31日までの第５期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役の監査結果に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年９月16日
株式会社さくらさくプラス監査役会

常 勤 監 査 役
（ 社 外 監 査 役 ） 野 中 利 夫
監 査 役 横 田 絵 美
社 外 監 査 役 金 井 重 高
社 外 監 査 役 宮 崎 雅 俊

　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 　剰余金の処分の件
　当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、安定的な配当を基本としつ
つ、業績及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。
　当期の期末配当金につきましては、1株につき５円とさせていただきたいと存じます。これにより
中間配当（１株につき５円）を加えた年間配当金は、1株につき10円となります。

期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金５円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は22,386,500円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年10月27日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみな
すことができる。

（削　　除）

第２号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、
次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが
義務付けられたことから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものでありま
す。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま
す。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものでありま
す。

(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経
過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

（電子提供措置等）
（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で
ある情報について電子提供措置を
とるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事
項のうち法務省令で定めるものの
全部又は一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求をした
株主に対して交付する書面に記載
しないことができる。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 2022年９月１日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総
会については、変更前定款第15条
（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）は、な
お効力を有する。

２ 本条の規定は、2022年９月１日
から６か月を経過した日又は前項
の株主総会の日から３か月を経過
した日のいずれか遅い日後にこれ
を削除する。

以上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会 会場ご案内図

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号　東宝日比谷ビル　８階
株式会社さくらさくプラス本社会議室

（前年度とは会場が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）

東京ミッドタウン
日比谷

帝国ホテル

日比谷公園交番

日生劇場

東京宝塚
劇場日比谷公園

日比谷公会堂

内幸町交番

内幸町

日比谷

数寄屋橋

銀座四丁目
銀座交番

数寄屋橋交番

JR有楽町駅

外堀通り

内幸町駅みずほ銀行東京営業部方面出口

三越

晴海通り

和光

銀座駅 C1出口

日比谷駅 A11出口

日比谷駅 A4出口

みずほ銀行

泰明
小学校東宝日比谷ビル

当社会議室

有楽町駅 A7出口

(ＴＥＬ) 03-5860-9539
交通のご案内
ＪＲ
山手線・京浜東北線「有楽町駅」日比谷口……………………徒歩約５分

地下鉄
東京メトロ日比谷線「日比谷駅」A４出口 ……………………徒歩約２分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座駅」C１出口 ……………徒歩約５分
都営三田線・東京メトロ千代田線「日比谷駅」Ａ11出口 …徒歩約２分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」A７出口 ……………………徒歩約６分


